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はじめに――なぜ「コソボの先例」なのか

　北京冬季オリンピックの閉幕後数日とたたない2022年 2 月24日、ロシア軍のウ
クライナ侵攻が始まった。侵攻開始当日、ロシアのプーチン大統領は国民に向け
たテレビ演説でウクライナ侵攻の目的について次のように語っている。「ナチ的
ジェノサイド」から住民を救済するためであるとともに、ロシアの「安全保障」
が脅かされ、「これ（軍事侵攻）しか選択の余地がなかった」1。さらに、同年 4月
26日、ウクライナ戦争の仲裁のためにモスクワを訪問したグテーレス国連事務総
長との会談では、プーチン大統領は、ウクライナ侵攻の直前の 2月21日、ウクラ
イナ東部のドネツク州とルガンスク州の独立を承認したことについて次のように
述べた。「コソボの先例」に倣ってウクライナ東部のドネツク州とルガンスク州を
それぞれ「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」として承認した。
自決権を行使しようとする人々は中央政府の許可なく独立することができるとの
国際司法裁判所（ICJ）の勧告に従って西側の多くの国がコソボの独立を承認した
ように、ロシアはまたこの「コソボの先例」に従ったまでだ2。
　プーチン大統領のこれらの発言に秘められたロシアの安全保障への脅威とはいっ
たい、何を意味するのだろうか。「コソボの先例」とは何か。なぜ「コソボの先
例」がウクライナ侵攻の根拠となったのだろうか。こうした問いを紐解くカギは、
欧州・大西洋地域にまたがる唯一の政治対話フォーラムである欧州安全保障協力
会議（CSCE。後に欧州安全保障協力機構 OSCEへ改称）で進められた安全保障
協議に潜んでいると考えられる。
　本稿は、ロシアによるウクライナ侵攻の正当化論理の形成過程を、主として
CSCE/OSCEの資料と関連文献に基づいて分析することを目的とする。第 1節で
は、冷戦の終結期に CSCEで民族紛争の予防策として少数民族の権利伸張がはか
られる中、コソボのアルバニア人の「人民の自決権」が争点となる。民族自決と
は異なるはずの人民の自決権が、ソ連とユーゴスラビアの分裂の際に事実上、民
族自決の政治原則へ変容する背景、及び自決権の行使が独立の承認要件に求めら
れるようになる過程を検証する。第 2節では、90年代、OSCEを舞台に欧州安全
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保障体制の構築に向けた協議が続けられる中、ロシアは欧州安全保障体制の要に
CSCEを位置付けようとし、CSCEの機構化を主張した。この協議で、ロシアの敗
北を決定付けたのが1999年に人道的介入の名目で行われたコソボ紛争への NATO
の軍事介入と、同年末に採択された欧州安全保障憲章であった。なぜ NATOのコ
ソボ軍事介入や欧州安全保障の採択がロシアの対 CSCE/OSCE政策を破綻に追い
やったのか。ロシアのOSCE政策の分析を通して「コソボの先例」の起源を探る。
　第 3節では、プーチン政権が誕生する2000年以降、ロシアは OSCEの安全保障
協議の場で孤立し、OSCEに対して安全保障脅威認識を高めていく中、2008年、コ
ソボは独立を宣言し、欧米諸国はそれを承認した。コソボの独立承認を機にロシ
アが人道的介入によってジョージア戦争を正当化し、クリミアを併合し、さらに
はウクライナ東・南部へ軍事介入する。コソボの独立承認の先例に倣い人民の自
決権に基づくロシアの領土拡張主義論理の形成過程を明らかにする。

1　少数民族の保護から民族独立へ

1.1　少数民族の権利
　CSCEウィーン再検討会議（1986年11月-89年 1 月）で、人権尊重並びに人の国
際移動の自由及び情報普及の自由に関する CSCEの取り決めを「（安全保障の）人
間的次元（human dimension）」と定義し、履行状況に関する国際協議制度として
人間的メカニズムが確立された。そして社会主義諸国の人間的次元の取り決めの
見直しと履行状況の検討のために三カ年にわたり人間的次元会議（CHD）を開催
することが取り決められた3。
　89年夏から冬にかけて東欧民主革命が起こり、同革命から半年後の90年 6 月、
コペンハーゲンで開かれた第 2回 CHDでは、民主主義の諸原則、自由選挙、法
の支配、司法の独立などに関して21項目からなる国家のガバナンス基準、及び人
権や少数民族権利に関する OSCE基準が確定された4。特に少数民族権利に関して
は「同化」の禁止（para.32）、及び同化禁止の具体的措置として母語の使用の自由
など 6項目にわたって合意した5。また新たに少数民族保護のために適切な「地方
自治または自治行政制度」の実現を検討することにも合意した（para.35）。
　民族主義が高揚する中、少数民族の権利伸張、さらには集団としての少数民族
自治の保障に向けた動きは民族独立への追い風となった。ECの欧州議会は91年 3
月15日、「ユーゴスラビア情勢」と題する決議を行い、その中で「連邦構成共和国
及び自治州」の自決を支持する決議を行った6。その 3カ月後の91年 7月、少数民
族問題を検討するためにCSCEはジュネーブで少数民族専門家会議を開催したが、
この会議においてコソボの自決権問題が初めて争点となった。CSCE新規加盟を
果たしたアルバニアがユーゴスラビアコソボ自治州のアルバニア系住民の分離独
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立を認めるように迫ったのに対して、ユーゴスラビア代表は憲法上、連邦構成共
和国にのみ離脱権を含む「人民の自決権」が認められており、「少数民族」には自
決権は認められていない、と反論した7。ユーゴスラビア代表はまた別の反論では、
自治州の自決権を支持した先述の ECの欧州議会決議に論及し、 6つの連邦構成
共和国の「（冠）民族」にのみ人民の自決権が保証されているのであって、「少数
民族」には自決権は保障されていないことを会議で確認するよう迫った8。
　最終報告書9では少数民族問題が「（CSCEの）正当なる国際関心事項」であると
合意したものの、それ以上の合意には至らなかった。もっとも、ユーゴスラビア
代表は解釈声明の中で、少数民族ではなく「人民」に自決権が保障されていると
の「ヘルシンキ宣言の明々白々な原則」が会議で確認されなかったことに遺憾の
意を表明すると同時に、こうした自決権に関する定義が確認されなかった「この
危険な前例が明日にでもブーメランとなって他の参加国にも跳ね返り、各国の領
土保全、安定、平和を脅かすことになるだろう」と将来を見据えた意味深長な警
告を発したのであった10。
　91年 9 月10日から10月 4 日にかけて第 3回 CHDがモスクワで開催された。前
回のCHDからモスクワCHDの1年余の間に欧州の安全保障環境は激変した。ユー
ゴスラビアでは、スロベニアとクロアチアが独立を宣言し、それを阻止しようと
したユーゴスラビア連邦軍との間で武力衝突が発生した。ソ連ではモスクワ CHD
開催の直前にクーデター未遂が発生し、また同じころエストニアとラトビアが独
立を宣言するなど、ユーゴスラビアとソ連の分裂と崩壊が始まっていた。モスク
ワ CHDでは、混乱するソ連の政情不安に関心が集まり、人権や少数民族権利の
伸張は行き詰まった。最終合意文書11では、人権、民主主義、及び法の支配など
「人間的次元」に関する取り決めが「国際関心事項」に位置付けられ、司法の独立
（para.17-24）、軍・治安機関・諜報機関の文民統制（para.25）など法の支配に関す
る制度改革の基準が新たに取り決められたが、少数民族の権利に関して具体的進
展は見られなかった。

1.2　人民の自決権
　ソ連とユーゴスラビアの二つの社会主義連邦制国家の分裂に拍車をかけたのが
両国で実施された住民投票であった。ソ連ではゴルバチョフ大統領が連邦からの
離脱権の実施手続きとして住民投票法を制定したことから、ジョージアの住民投
票を皮切りにソ連各地の共和国や民族自治体は連邦からの離脱の賛否を問う住民
投票を実施し、その後直ちに独立を宣言した（吉川 2015：313-314）。一方、憲法
上、離脱権の規定がなかったユーゴスラビアでは、分離独立を目指す民族は「人
民の自決権」を「政治的レトリック」に用い、人民の意思を確認する手続きとし
て住民投票を実施し、独立を宣言していった（Cassese 1995：269）。
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　こうしてソ連とユーゴスラビアの二つの社会主義連邦国家が崩壊する過程で、
分離独立を正当化する根拠に人民の自決権が援用されたが、そもそも自決権とは
分離独立の権利であったのだろうか。初めて「人民の同権と自決の原則」が規定
された国連憲章第 1条には、人民の自決そのものの定義はなされていない。もと
もと国連憲章の起草過程で検討された人民の自決は、民族の自決を意味せず、主
権を確立した領域の「人民の自治」といった程度の漠然とした合意でしかなかっ
た（Cassese 1995：37-38）。その後、植民地独立付与宣言、国際人権規約（共通 1
条）、国連友好関係宣言を経て伸張されていった人民の自決権は、外部からの介入
なしに国民が自由に政治体制を選択し、社会、経済、文化的発展を追求する権利
に落ち着いた。
　ヘルシンキ宣言は、国際関係10原則の一つである人民の自決権を次のように規
定している。

　人民の同権と自決の原則により、すべての人民は、常に外部の干渉を受けること
なく、完全に自由にその欲するときまたは欲するようにその国内的及び対外的な政
治的地位を決定し、かつその政治的、経済的、社会的及び文化的な発展をその望む
ように追求する権利を有する。

　もともと CSCEの開催を提案したソ連の開催目的が戦後の領土変更の現状と東
欧諸国の社会主義体制の政治的現状の二つの現状に関して西側承認を取り付ける
ことにあったことに鑑みれば、ソ連がこのような人民の自決権に同意したのはもっ
ともなことであった（吉川 1994：70-71, 297-329）。

1.3　独立承認の基準
　独立を宣言した共和国や自治州の承認をめぐり、欧州国際社会は混迷を極めた。
ブコバルやドブロブニックのジェノサイドを目の当たりにしたドイツは、EC諸国
の反対を押し切り、91年12月23日、単独でスロベニアとクロアチア両国を承認し
た。承認は両国の紛争を国際管理下に置くことで紛争の解決を目指す「戦略的視
点」から行われたとも（Blay 1994：312）、承認は紛争解決のための「政治的道具」
として用いられたとも言われる（Weller 1992：587）。
　ユーゴスラビアの分裂が不可避的だとみた ECは、同年12月16日、「ソ連・東欧
の新国家承認に関する EC指針」12（以下、「指針」）を発表し、それには、国連憲
章の諸規定、ヘルシンキ宣言及びパリ憲章で取り決められた法の支配、民主主義、
人権尊重に関する取決めの尊重、CSCEで取り決められた少数民族の権利の尊重、
すべての国境の不可侵及び国境の変更は双方の合意に基づく平和的方法によるこ
と、軍縮と核不拡散及び安全保障と安定に関する取決めの履行、そして国家の継
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承及び地域紛争の合意による解決、が ECの独立承認基準であることを発表した。
　ECは、同時に、二つの不承認原則についても取り決めている。それは第一に、
連邦構成共和国内の自治共和国や自治州など民族自治体の分離独立は承認しない
との原則である。際限なく分離主義の動きに拍車がかかるのを恐れてのことだっ
た（Weller 1992：606）。第二に、「指針」の中で述べられているように「武力攻撃
の結果として誕生したエンティティ」は承認しないとの原則である。武力行使に
よる分離独立の動きを牽制するためだった。
　ECは、「指針」の発表と同日に「ユーゴスラビアに関する宣言」を発表し、EC
承認を希望する国は1991年12月16日までに承認申請を行うよう呼び掛けた13。応
募したのはスロベニア、クロアチア、マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、
それにクロアチア領内のクライナ・セルビア人共和国、セルビア領内のコソボ自
治州であった。結果は、スロベニアとマケドニアが承認され、クロアチアは少数
民族保護規定が十分でないことを理由に保留され、ボスニア・ヘルツェゴビナは
住民投票を実施せず、人民の意思が不明であるとの理由で承認されなかった
（Navari 2014：1307-1309）。ボスニア・ヘルツェゴビナは、早速 2月29日-3月 1日
にかけて独立の賛否を問う住民投票を実施し、その結果を受けて 4 月 6 日に EC
及び EC12カ国、翌日にアメリカとカナダが同国の承認に踏み切った。
　注目すべきは、独立を宣言したものの承認が叶わなかった民族自治体のその後
である。セルビアのコソボ自治州、ウクライナのクリミア自治州、アゼルバイジャ
ンのナゴルノカラバフ自治州、モルドバの沿ドニエステル共和国など独立を宣言
した自治体の多くが「非承認エンティティ」として国際法的主権が認められない
まま存続した。それは EC/EUが、各国の領土保全規範を尊重し、非承認エンティ
ティを承認しない原則を貫いていたからである。
　このころが少数民族権利伸張のピークであった。欧州審議会議員会議は1993年
2月 1日、勧告120114を採択し、その中で少数民族が多数派を占める地域では、少
数民族に属する人々は歴史的及び領土的境界線に合致した適切な「地方自治政府」
を持つ権利を有する、と勧告した（第11条）。その後、少数民族の権利伸張は、上
述の勧告1201をもって、以降、下火になる。ソ連やユーゴスラビアから分離独立
した多くの国が、またフランス、スペイン、トルコなど国内に自治権の拡大を求
める少数民族を抱える西側の国が、少数民族権利の伸張に反対したからだ。少数
民族の自治が認められようものならさらなる分離独立の動きを助長することにな
るという「エスカレーション恐怖」から、また分離独立の承認は他地域に波及す
ることになるという「波及恐怖」から反対したのである（Sadigbayli 2013）。
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2　欧州安全保障体制とOSCE

2.1　CSCE、それともNATO
　民族主義が高揚する中、東欧の社会主義諸国で民主革命が起こった。ソ連のゴ
ルバチョフ大統領は東欧民主革命後の欧州安全保障体制の在り方を検討するため
に CSCE首脳会議の開催を提案した。これを受けて90年初頭から夏にかけて欧州
の安全保障体制に関して各国から意見表明が行われた。冷戦後欧州の安全保障体
制の構築において CSCEの役割をどのように位置付けるかが CSCE参加国にとっ
て一大関心事であったからだ。フランスのミッテラン大統領は欧州の国家連合を
提案し、西ドイツのゲンシャー外相は、自由選挙事務所、紛争予防センターなど
CSCEの機構化を提案した。チェコやポーランドを含め欧州諸国の多くが政治協
議の場としての OSCEの制度化や機構化を提案した点で一致した（Mastny 1992：
201-215；Загорский 2005：361-364）。
　しかしながらアメリカのブッシュ政権の立場は複雑であった。東欧民主革命前
の1989年春の時点で、NATOを基盤に欧州の安全保障に関与し続けるというアメ
リカの対欧州政策がすでに策定されていたからだ（Nünlist 2019：20-21, 30）。東
欧民主革命後もアメリカの対欧州政策は不変であり、アメリカは引き続き欧州に
留まり、ソ連を欧州へ統合するという考えは全くなかった（Sarotte 2010：136）。
アメリカは NATOを中心にソ連抜きの欧州安全保障体制を構築するとの長期戦略
を立てる一方、ドイツの統一や統一ドイツの NATO加盟を不安視するソ連の懐柔
策として NATOの東方不拡大や NATOの政治化を強調し、欧州安全保障体制の要
に OSCEを位置付けるという「二重戦略」を採用したのである（Shifrinson 2016：
29-31, 37）。
　例えば、90年 2 月 9 日、アメリカのベーカー国務長官とゴルバチョフ大統領と
の会談で、ベーカーは欧州における米ソの良好な軍事関係が欧州の政治的安定化
に不可欠であり、NATOを東欧に向けて「 1インチたりとも拡大することはない」
と、NATOを東方へ拡大しないことを約束している15。 5月 5日、ベーカーはソ連
外相シェワルナゼに対して、勝者も敗者もなく、どの国も参加することができる
欧州安全保障体制の確立に向けて CSCEの強化を約束している16。また 5月18日、
モスクワを訪問したべーカーは、ゴルバチョフに対して 9項目の約束を行い、そ
の中でNATOを政治機構へ発展させることを約束するとともに、あらためてCSCE
の常設国際機構化を支持している17。NATOは 7月 6日、首脳会議後に「変容する
NATO」と題するロンドン宣言18を発表し、同盟の「政治的要素」を向上させるこ
とに努める、と NATOの政治化を自ら宣言したのであった（para.2）。
　もっとも、アメリカは、心底、CSCEの機構強化を考えていたわけではない（Bush 
and Scowcroft 1998：267-275；Nünlist, Aunesluoma, and Zogg 2017：18）。NATOの
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ロンドン首脳会議に出席するブッシュに対するブリーフィングにおいて、べ－カー
は「真の危険は CSCEである」と話したとされる（Shifrinson 2016：38）。OSCE
を警戒してのことである。超大国にとって多国間主義制度は思うようにならない
やっかいな代物であるからだ。それでもアメリカが表向きには CSCE強化を支持
し続けたのは、当面、NATOや ECへの加盟見込みのない東欧諸国を西欧に繋ぎ
止めるためにも、また旧社会主義諸国への民主化支援を担う中心的な機構として
活用するためにも、CSCEを必要としたからであった。

2.2　「CSCE第一主義」
　90年11月、パリで開催された CSCE首脳会議は「新しい欧州のためのパリ憲章
（パリ憲章）」を採択して閉幕する19。パリ首脳会議で CSCEの機構化について合
意されたのを機に、CSCEは民主化支援体制の確立に着手した。パリ首脳会議か
ら 2年近く経過した92年 7 月、ヘルシンキで二度目となる CSCE首脳会議が開催
されたが、この間、欧州の国際安全保障環境は激変した。東西対立の構図は跡形
もなく崩れ去り、しかも崩壊したソ連やユーゴスラビアの跡地に民族紛争が渦巻
いていた。ヘルシンキ首脳会議の最終合意文書（「ヘルシンキⅡ」）20は、民主化支
援を担当する民主制度・人権事務所（ODIHR）、現場で民主制度建設を支援する
ミッションの派遣制度など民主化支援体制を確立する一方、民族紛争の予防のた
めに少数民族高等弁務官（HCNM）など民族紛争予防体制の確立にも着手した。
　ロシアはこの時まで CSCEの機構化を漠然とながらも支持してきた。もともと
ロシアの対 CSCE基本政策は、第一に、CSCEを、欧州一員としてのロシアの地
位を保証する政治機構に発展させること、第二に、CSCEを、NATOに代わる欧
州・大西洋地域の安全保障機構に発展させること、第三に、CSCEを、CIS諸国
へのロシアの影響力を保証する地域機構に発展させること、にあった（Zagorski 
1998；Godzimirski 2009：120-127；Zellner 2005：390-391）。ところが NATOの東
方拡大の動きが具体化するにつれて、それを阻止するには CSCEを中心にした安
全保障体制の強化しかないことに気がついたロシアは、CSCEブダペスト首脳会
議を数か月後に控えた94年夏から秋にかけて急遽、CSCEの機構強化に向けた具
体案を打ち出した。国連安全保障理事会に似た執行委員会の設立、CSCE安全保
障の経済的次元、人間的次元、軍事的次元の三次元の一律強化、CSCE域内のす
べての安全保障機構を CSCEの傘下に置き各機構の役割分担とその活動の調整役
を CSCEが担うという CSCEの機構強化案であった21。CSCEを、欧州の安全保障
全般を統括する地域機構に格上げすることで NATOや ECなど地域機構に対する
ロシアの統制力を強化するというのがロシアの本旨であった。
　こうしたロシアの CSCE強化論は、欧州主要国の「CSCE第一主義」の構想と
一脈通じるものがあった。例えば、EU議長国ドイツを中心にオーストリア、フィ
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ンランド、ノルウェー、スウェーデンが94年11月16日、ブダペスト首脳会議の協
議用に「CSCEと国連の関係について」と題する提案を行っている22。それは地域
平和と安全保障に関する問題に OSCEを優先的に対応する地域機構へ発展させよ
うとする「OSCE第一主義」提案であった。
　ブダペスト首脳会議（1994年12月 5-6 日）の最終合意文書23で OSCE機構化の
全容がほぼ固まる。CSCEは「OSCE」へ改称され、欧州・大西洋地域の紛争の早
期警報、紛争予防、及び危機管理を担う中心的な機構に位置付けられ、ODIHRの
役割強化も合意された（para.14）。加えて NATO東方拡大へのロシアの不安を和
らげるために次のリスボン首脳会議までに「21世紀に向けた共通の安全保障モデ
ル」について協議することも取り決められた（para.13）。
　ブダペスト首脳会議の決定に基づいて第 5回 OSCE閣僚理事会（95年12月）で
「21世紀安全保障モデル委員会」（以下、「安保モデル委員会」）が立ち上げられ24、
翌96年 3 月から安保モデル委員会の協議が開始された25。ロシア代表は同モデル
委員会に先だってロシアの基本方針を綴ったメモを配布している。その中で、ロ
シアは、法的拘束力のある安全保障システムを確立するために、現存の欧州地域
機構及び欧州・大西洋地域の機構間の「分業」体制の確立、及び欧州安保理事会
（あるいは執行委員会）の確立を目指すよう提案している26。それはロシアのOSCE
代表 V. シュストフが述べるように、OSCEの「屋根の下」に他の国際機構を置く
ことで、OSCEを全欧安全保障体制を統括する機構にすることを目指すロシアな
りの OSCE第一主義構想であった（Шустов 1997： 9 ）。
　OSCE安全保障モデル協議は96年半ばになると停滞し、96年12月にリスボンで
開催された OSCE首脳会議まで具体的進展はみられなかった。アメリカはこの協
議にはほとんど関わろうとはせず、バルト三国は言うにおよばず欧州諸国も欧州
の安全保障問題に対してロシアの影響力が強化されるのを恐れ、ロシアの機構強
化案には耳を貸さなくなったからである。その結果、96年12月、OSCEリスボン
首脳会議宣言27では OSCEは「安全保障の三次元のすべての次元で重要な役割を
果たす」ことを確認するにとどまった（para.5）。

2.3　安全保障モデル協議とロシアの敗北
　ロシアの要請に基づき安全保障モデル協議は継続されることになり、安保モデ
ル委員会は次のコペンハーゲン閣僚理事会において最終報告を取りまとめること
になった。その間、ロシアの主張は OSCE第一主義で一貫している。ロシアは、
97年 7 月に提案した「欧州安全保障憲章の概要」では、分断欧州への回帰の阻止
や欧州安全保障のすべての領域で OSCEが「中心的役割」を果たすことが強調さ
れている（REF PC/663/97）。しかしながら、安全保障モデル協議を事実上、ロシ
アの敗北に追い込むことになったのがコソボ紛争への NATOの軍事介入であり、
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欧州安全保障憲章の採択であった。
　コソボでアルバニア人武装勢力とセルビア人勢力の間の武力紛争が激しくなり、
ロシアはコソボ紛争の解決に OSCEが主導的役割を担うよう外交キャンペーンを
展開した。OSCEは、98年秋に紛争の監視目的でコソボ検証ミッション（KVM）
をコソボへ派遣したが、要員の安全確保が難しくなったとの理由で99年 3 月に
KVM要員1,400人を撤退させた。続いて 3月24日、NATOはロシアの反対を押し
切って、OSCEにも国連安全保障理事会にも諮ることなく、人道的危機を理由に
対ユーゴスラビア空爆に踏み切ったのである。
　OSCE議長国ノルウェーの議長がコンセンサスなしに独断で KVM撤退を決め
たことが NATOの軍事介入の道を開いたというのがロシア側の受け止めだった
（Matveev 2000：64-65, 77）。ロシアは KVMの早期撤退を非難するとともに、

NATO軍事介入に対する非難決議をOSCE常設理事会で取りまとめようとしたが、
失敗した。OSCEが NATOの軍事介入を阻止できなかったことに加え、地域紛争
への「OSCE 第一主義」対応の原則が無視されたことから、OSCEに対するロシ
アの希望は断たれ、不満が募った。
　90年代半ばに始まる安全保障モデル協議は、コソボ紛争への NATOの軍事介入
から半年後の99年11月、イスタンブールで開催された OSCE首脳会議で欧州安全
保障憲章の採択に帰着する28。同憲章の中でOSCEは紛争の平和的解決、紛争予防、
危機管理、及び紛争後平和構築を担う中心的な機構に位置付けられた（para.7）。ま
た OSCEの「共通・包括的安全保障」概念が正式に合意され、人間的次元分野で
の安全保障活動が OSCE安全保障活動の「中核」に位置付けられた（para.9）。そ
れに加え OSCEは他の機構との間の「協調的安全保障のプラットフォーム」に位
置付けられ、「諸機構間のヒエラルヒー」も「恒久的な役割分担」も行わないこと
が取り決められた（para.12）。
　欧州安全保障憲章の採択は、ロシアにとって事実上、安全保障モデル協議の敗
北を意味した。OSCEの共通・包括的安全保障概念の「中核」に人間的次元が位
置付けられたことは、安全保障三次元の一律強化を訴えてきたロシアの主張を退
けるものであり、それに OSCEを頂点にした欧州安全保障機構のヒエラルヒー構
想も、また分業・役割分担の構想も、きっぱりと退けられた。OSCEは、事実上、
旧社会主義諸国に対してガバナンス改革を指導する地域機構になった。ロシアに
とってそれは OSCEがロシアの国家安全保障を脅かす存在となったことを意味し
た。
　ロシアの期待を裏切るこのような文書になぜ OSCEが合意したのかは疑問であ
るが29、ロシア側の受け止めは極めて否定的であった。ロシアの外務次官チジョ
フは欧州安全保障憲章のロシア側の受け止めについて次のように述べている。同
憲章は、ヘルシンキ宣言に定められた主権平等、領土保全、武力行使の禁止、内
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政不干渉といった諸原則を確認するものであり、「人道的介入」など許されるべき
ものではない。NATOの対ユーゴスラビア軍事介入は「先例」として認められる
べきものでもない。加盟国はパートナーとして振る舞うべきであり、支援は求め
に応じて行われるべきであり、「OSCEの様々なメカニズム」を通して行われてい
る「あらゆる様式の内政干渉」は排除されねばならない（Чижов 1999：41）。
　OSCEの人間的次元に基づき国内改革の支援は主権国家への不当な内政干渉で
あり、またコソボ紛争の NATO軍事介入は OSCEの行動規範の逸脱であって「先
例」としてはならない、というのがロシア側の欧州安全保障憲章の受け止めであっ
た。ここにきて、ロシアはそれまで積み上げられてきた OSCEの安全保障共同体
の理念も共同体建設の手法も、根本から見直しを迫られるようになったのである。

3　「コソボの先例」

3.1　プーチン体制の不満
　欧州安全保障憲章が採択された翌2000年 5 月、プーチンがロシア大統領に就任
したのを機にロシアはあからさまに OSCEと距離を置き始め、OSCE批判を強め
るようになる。NATOのコソボ軍事介入や欧州安全保障憲章の採択もさることな
がら、実はそうせざるを得ない特段の国内事情があったのである。
　ロシアの自由化や民主化は91年をピークに、それ以降、後退する傾向にあった
（Cameron 2007：202-204）。1996年にはロシアの欧州審議会加盟が認められたが、
加盟に際して自由化・民主化に関する37項目に及ぶガバナンス改善要件を突きつ
けられている。しかも同年12月、欧州審議会は「旧共産主義の全体主義体制解体
措置」と題する決議を行い、その中で全体主義体制の改革を徹底させ、旧体制を
支えた政治エリートの「浄化」（公職追放）や政治文化の改革まで勧告せざるを得
ないほど、ロシアは欧州審議会のガバナンス基準から逸脱していたのである（吉
川 2023）。欧州審議会の勧告や OSCEの民主化支援に反して、その後、ロシアで
は90年代後半になると新興財閥のオリガルヒに支えられた寡頭政治体制が形成さ
れる。しかも KGBの後継機関であるロシア連邦保安庁（FSB）長官のプーチンが
大統領に就任したことに伴い、元 KGBや FSBの将校、あるいは軍の将校経験者
を中心とする「シロビキ」と呼ばれる集団が政府の主要ポストに任命された。す
でに2000年代前半にシロビキは政府の主要ポストの43％を占め、政財界の主要ポ
ストの70-80％を占めるようになったとの分析もある（Felshtinsky 2008：180-
218）。グッドガバナンスはもとより、軍や治安機関の文民統制を含め安全保障部
門改革を要請する OSCEは、プーチン体制への脅威になったのである。
　2000年代前半にはロシアの外部脅威も深刻化した。プーチン体制がもと来た道
をたどる中、ロシア人少数民族の保護を目的にエストニアとラトビアに派遣され
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ていた OSCEミッションが、ロシアの反対にもかかわらずエストニアとラトビア
両国政府の要請によって2001年12月に常設理事会決定に基づき閉鎖された。ロシ
アは、常設理事会の決定を激しく非難した30。さらにプーチンは、2003年のジョー
ジアのバラ革命から翌年のウクライナのオレンジ革命など民主化を掲げて発生し
た中東欧、中央アジアの「カラー革命」に西側の影響力の浸透をあらためて思い
知らされた。ロシアの議会選挙やプーチンの大統領選挙に関する手厳しい OSCE
選挙監視報告、ミッションの派遣先が「ウィーンの東」、すなわち旧社会主義諸国
に偏重していることにロシアは不満を募らせていった。OSCE批判の矛先は特に
ミッションの派遣や選挙監視を所管する ODIHRに対して向けられ、OSCEミッ
ションの活動や選挙監視活動を内政干渉だと責め立てるようになる（Evers 2009）。
OSCE内で対立が深まるにつれて OSCE閣僚会議は最終合意に達することが困難
な事態にしばしば陥ったのである（Zellner 2005：397-398；玉井 2021：137-150）。
　この間、NATOと EUの東方拡大は勢いづき、2004年 3月にはWTOの旧同盟国
とバルト三国の NATO加盟が認められ、同年 5月にはバルト三国とチェコ、ポー
ランド、ハンガリーの東欧 3カ国の EU加盟が認められた（ルーマニアとブルガ
リアは2007年に加盟）。旧WTO同盟国のほとんどすべての国が NATOや EUに加
盟したことにプーチンは激怒したと伝えられる。これを機に欧州通常戦力条約
（CFE条約）からの脱退や核兵器軍事ドクトリンの再検討を含め対抗措置が検討
されるようになる（Petovar 2005：135）。2007年 2 月10日、恒例のミュンヘン安保
政策会議に招かれたプーチンは、NATOの東方拡大を強く非難するとともに、
OSCEを西側の利益を追求する「卑劣な道具」となり下がり、内政干渉をしてま
で他国へしかるべく「国家体制」を強要しようとする OSCEを批判した31。

3.2　コソボ独立承認の波紋
　NATOのコソボ軍事介入からおよそ10年後の2008年 2 月17日、コソボ議会は独
立を宣言し、独立宣言から 4日以内にアメリカをはじめ15カ国がコソボの独立を
承認した。旧ユーゴスラビアのセルビア共和国の自治州であったコソボは、先述
の通り NATOの武力介入で事実上の独立を達成していた。そのコソボの独立承認
は、ソ連とユーゴスラビアの分離独立の際に ECが定めた二つの不承認原則、す
なわち自治州や自治共和国などの民族自治体及び武力で達成した独立の不承認原
則の違反である。ところが、EUは、コソボの独立承認を武力で独立を達成した
エンティティの不承認原則や国連決議には抵触しない「特殊な事例」にあたると
の解釈を示す一方、EU加盟国とコソボとの関係については各国が独自に決める
よう EU理事会で決議した32。
　コソボの独立宣言に続き、同年春、ロシアをさらに刺激する問題が発生した。
ウクライナとジョージアの NATO加盟問題である。4月 2日、ブカレストで開催
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された NATO首脳会議で、アメリカのブッシュ大統領はウクライナとジョージア
の NATO加盟を提案した。しかし、ロシアを刺激することになるとの理由でドイ
ツとフランスがブッシュ提案に強く反対したことから、ウクライナとジョージア
の NATO加盟は当分見合わせることになった。案の定、NATO首脳会議での演説
でプーチンは間髪入れず反論し、後のクリミア併合を暗示する次のような意味深
長な発言を行っている。コソボと同様の立場にあるモルドバの沿ドニエステル、
ジョージアの南オセチアやアブハジア、あるいはアゼルバイジャンのナゴルノカ
ラバフといった「疑似共和国」は、長年、ロシアの承認を求めてきた。そもそも
ウクライナの東部と南部の1,700万人のロシア人の安全をいったい誰が保障すると
いうのか。クリミアの人口90％を占めるロシア人の安全を誰が保障するというの
か33。続いて、 4月 4 日、首脳会議直後に開かれた緊急記者会見の席上、プーチ
ンはウクライナとジョージアの NATO加盟が実現すればロシアは NATOと直接国
境を接することになり、それはロシアの安全保障に対する「直接的脅威となる」
と、強い警戒感を露わにした34。
　NATOブカレスト首脳会議から 4か月後の 8月 7日、ロシアとジョージアの戦
争が始まる。ロシアはジョージア政府の弾圧の下で「人道的危機」にあったとさ
れるロシア人の救済を目的に、当時国連で議論されていた「保護する責任」論を
援用して軍事介入を正当化しようとした（Allison 2009；Pupcenoks and Seltzer 2020：
764-765）。 8月26日、ロシア議会がアブハジアと南オセチアの独立を承認した際
には、ロシアのメドベージェフ大統領（当時）は、ロシア議会で承認理由につい
て次のように述べている。ジョージアがソ連から分離独立して以降、アメリカと
OSCEに支援されたジョージア政府は南オセチアやアブハジアの人々を迫害し、
ジェノサイドを犯し、さらにロシアの PKO部隊に攻撃さえしかけた。それに抵抗
する両国の人々は幾度にもわたって住民投票を実施して独立の意思表示を行い、
主権を認めるよう要請してきており、それ故にロシアは国連憲章及びヘルシンキ
宣言、その他の国際合意に則り、両国の独立を承認した35。
　これに対して欧州審議会は、ジョージアの平和的かつ恒久的な解決は国際法及
びヘルシンキ宣言の主権尊重、領土保全に関する諸原則の尊重、並びに国連安全
保障理事会の決議に基づいて行わなければならない、とロシアの一方的承認を非
難するとともに、他の加盟国に対して南オセチアとアブハジアの独立を承認しな
いよう呼び掛けた36。
　コソボの独立承認をきっかけに、それまで封印されていた非承認エンティティ
の承認問題が再燃した。しかも、コソボの独立宣言から 2年後の2010年 7 月、国
連総会の求めに応じた国際司法裁判所は、国連安全保障理事会のこれまでの実践
からして国連は一方的な独立宣言を禁止しているとは言えず、また一般的にいっ
て国際法は独立を禁止しているとも言えず、よってコソボの独立は国際法上、違
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法ではないとの趣旨の勧告的意見を取りまとめた37。コソボの独立は違法とは言
えないとする国際司法裁判所の勧告的意見は、スルプスカ共和国（ボスニア・ヘ
ルツェゴビナ）のセルビア人指導者をはじめ、アブハジアと南オセチア、ナゴル
ノカラバフなどの独立の機を窺う各地の非承認エンティティの民族指導者に再び
民族独立の希望を与えるものであった（Caplan 2010）。

3.3　ウクライナ併合と住民投票
　ジョージア戦争に続き、2014年にはウクライナ東部で武力紛争が始まる。同年
2月のウクライナのユーロ・マイダン革命を機に、新ロシア派のヤヌーコヴィッ
チ大統領や政府高官の一部はロシアへ亡命する。ウクライナ社会が混乱する中、
クリミア自治共和国とセヴァストポリ特別市は 3月16日、ロシアへの併合の賛否
を問う住民投票を実施し、 3月17日、クリミアの最高会議はウクライナからの独
立を宣言し、翌日18日、クリミアはロシアとの間で併合条約を結び、ロシアへ併
合された。
　クリミアでの住民投票を受けて、 3月18日、クレムリンで演説したプーチンは
クリミア併合の正当性について次のように述べている。クリミアは、歴史的にも
民族的にもロシアの一部である。有権者の82％以上が投票し、96％以上が独立に
賛成した。クリミアの独立は国連憲章が定める「民族の自決権」の行使に他なら
ない。ウクライナがソ連から分離独立した際にはクリミア自治州も住民投票を行
い、独立を宣言した。それにもかかわらず、クリミアには自決権が否定されたの
である。セルビアからのコソボの独立は、今、ちょうどクリミアが行ったように
中央政府の許可なくして一方的に独立が認められた事例である38。
　また、 3月28日、クリミアの住民投票の正当性を審議した国連安全保障理事会
の席上、ロシアのチュルキン国連大使は、人民の自決権について次のように論じ
ている。自決権は、国連憲章第 1条に規定され、その後、ヘルシンキ宣言などで
確認されている人民の権利であり、国内で共生が不可能になった際に人民が分離
独立を求めて行使することができる特別措置である。これまでの多くの事例が示
す通り、自決権とは中央政府の同意なしに行使できる権利である39。
　その 8年後、冒頭で言及したように、ウクライナ侵攻前日の22年 2月21日、プー
チンは「ドネツク人民共和国」と「ルガンスク人民共和国」の独立を承認する大
統領令に署名し、そしてウクライナ侵攻から半年後の 9月23-27日、ドネツク人民
共和国、ルガンスク人民共和国、ザポリージャ州、へルソン州のウクライナ 4州
は、ロシアへの併合の賛否を問う住民投票を実施し、翌 9月30日、ロシアは同上
4州の併合を宣言した。
　2014年に始まるクリミア及びウクライナ東部へのロシアの「人道的介入」のロ
シア側の論理を分析した R. アリソンは、ロシアの軍事介入の手法を、第一に、ク
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リミアとウクライナ東部のロシア系住民の保護目的、第二に、現地からの軍事介
入の招待、第三に、「コソボの先例」を引き合いに出し、西側の人道的措置に準じ
た措置であることの強調、の 3つの手法を指摘している（Allison 2014）。
　人道的介入によって民族同胞を救済し、救済された人々は住民投票を通して人
民の自決権を行使して独立を宣言し、民族同胞はロシアへ併合される。これが「コ
ソボの先例」に倣った領土拡張の方式である。

4　結びに

　ロシアはなぜ OSCEと対決し、孤立の道を選び、ついにはウクライナ侵攻の道
を選んだのだろうか。それは OSCEがプーチン体制の脅威となったことに起因す
る。OSCEを欧州安全保障体制の要に位置付けようとしたロシアの期待は OSCE
が旧社会主義体制の民主化を支援する機構に位置付けられたことから、水泡に帰
した。しかも自由化も民主化も後退させていたロシアにはグッドガバナンスの普
及に努める OSCEの安全保障活動はとうてい受け入れられるものではなかった。
それにロシアを孤立させ、追い詰めたのは、アメリカの「二重戦略」が奏功した
結果でもあった。アメリカがソ連と交わした NATOの東方不拡大と NATOの政治
化の約束によってロシアは OSCEの機構化に期待を込めたが、アメリカはその約
束を違え、旧WTOに属した東欧のすべての国を取り込んで強大化した軍事ブロッ
ク NATOと、同じく東方拡大することで強大化した経済ブロック EUが、ともに
ロシアの国境に迫った結果、プーチン体制は国家安全保障上も国家体制安全保障
上も、脅威にさらされることになったからだ。
　それでは、なぜ「コソボの先例」がロシアによるクリミア併合、さらにはウク
ライナ侵攻を正当化する根拠になったのだろうか。ソ連とユーゴスラビアが分裂
する際に両国の連邦構成共和国は人民の自決権を根拠に独立していったが、その
権利行使の民主的正当性を示す方法として住民投票を実施した。一方、OSCEは
90年代を通して独立承認を連邦構成共和国に限定し、各共和国内の民族自治体の
独立も、武力行使で独立を達成した民族自治体も、承認しない原則を守った。し
かし、コソボ紛争への NATOの軍事介入とその後のコソボの独立承認は、久しく
眠っていた人道的介入という名の武力行使を復活させる契機となるとともに、人
民の自決権の変容をもたらす契機ともなった。外部からの武力行使によって人道
的危機の下にある人々を救済し、救済された人々は人民の自決権の行使の証に住
民投票を実施し、独立が認められるというのが「コソボの先例」であった。しか
も独立を宣言すると、そこで民族同胞との併合が待ち受けている。こうして少数
民族を民族同胞が併合するというロシアの領土拡張の新方式が編み出されたので
ある。
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　コソボの先例に倣って、住民投票による人民の自決の行使による分離独立の達
成方式は、近年、世界各地で採用された多文化主義の制度への影響が心配される。
分離独立の国際法を根拠に人民の自決権を援用し、その権利行使の民主主義要件
に住民投票を求めたことで、今、世界各地で民族独立の動きを招来しつつある。
エリトリア、東ティモール、南スーダンで受け継がれた住民投票による独立は、
近い将来、カタロニア、スコットランド、ケベックへの連鎖が、はたまたアフリ
カで分断されたエスニック集団の間の分離独立、併合への連鎖へと発展していく
ことが懸念される。
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